
きのつバス 分校橋停留所の移設について 

 

 

「都市計画道路木津東西線道路築造工事」の施工により分校橋停留所を移設

し、きのつバス木－１（梅谷高の原線）の運行ルートを一部変更します。 

また、工事期間は現行路線に通行止め区間が発生するため、迂回ルートを運

行し、「分校橋停留所」は運休とします。 

 

 

１． 工事期間（通行止め期間） 

  平成２６年２月３日（月）から平成２６年３月２０日（木）まで（予定） 

   

２． 工事場所 

  梅谷中ノ平、梅美台４・５丁目 

 

３． 運行ルート変更、停留所移設予定日 

  平成２６年３月２４日（月） 

 

４． 停留所移設場所 

高の原行き：木津川市梅谷中ノ平２６番地先 

   梅 谷 行 き：木津川市梅谷中ノ平２５番地１先 

※別図参照 

 

５． その他 

  ・停留所の移設及び運行ルートの変更にあたり、運行事業者から京都運輸

支局へ許認可申請を行います。 
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